
 

建設工事の下請関係の適正化に関する留意事項 

 
富 山 県       

        

 

工事を請け負わせ、又は請け負う場合は、 

次のことに留意してください。 
 

法…建設業法 

略称   指針…建設産業における生産システムの合理化指針 

適正化法…公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

ガイドライン…建設業法令遵守ガイドライン 

 

留意事項 

 

 

１．下請契約の締結に際し

ては、建設工事標準下

請契約約款の契約書に

より行ってください。 

 

 

 

 

２．一般建設業の許可で

は、一定金額以上を下

請に出すことはできませ

ん。 

 

 

 

 

３．一括下請負（請け負わ

せること、請け負うこと）

は、禁止されています。 

 

 

 

 

 

下請に施工させる場合は、元請、下請間の請負

契約は、対等公正の原則に則り、建設工事標準下

請契約約款又はこの約款に準じた内容を持つ契約

書により下請契約を締結してください。（法第 19 条、

指針第 4（1）） 

 

 

 

一般建設業の許可業者は、発注者から直接請け

負った工事を施工するため、その工事のうち、１件

で、あるいは合わせて、4,500万円（建築工事におい

ては、7,000 万円）以上を下請に出すことはできませ

ん。（法第 16条） 

 

 

 

公共工事については、請け負った建設工事の全

部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け

負わせる等の一括下請負は、禁止されています。 

また、不必要な重層的下請負は好ましくないの

で、できる限り孫請等は避けてください。（法第 22

条、指針第 5（2）、適正化法第 14条） 

 

 

 

４．下請工事の単価、資材

の購入等について元請

負人の地位の不当な利

用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．工程等については、下

請負人の意見を尊重し

てください。 

 

 

 

 

 

６．下請代金の支払 

 ア．元請負人が工事代

金の支払を受けたと

きは、１か月以内に下

請代金を支払ってくだ

さい。 

 

 

 

 イ．元請負人が前払金の

支払を受けたときは、

下請負人にも前払金

を支払うよう努めてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元請負人の地位を利用して、次のことを行うこと

は禁止されています。 

(１)通常必要と認められる原価に満たない請負代金

で下請契約を締結すること。（法第 19条の３） 

(２)下請契約の締結後、工事に使用する資材、機械

器具を強制的に購入させ又は購入先の指定を行

うこと。（法第 19条の４） 

(３)下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請

代金の額を減ずること。（指針第４(１)） 

 

 

 

元請負人は、請け負った工事を施工するために

必要となる工程の細目、作業方法その他元請負人

において定めるべき事項を定めようとするときは、あ

らかじめ下請負人の意見をきかなければなりませ

ん。（法第 24条の２） 

 

 

 

元請負人は、出来形部分に対する支払又は工事

完成後における支払を受けたときは、その支払の

対象となった建設工事を施工した下請負人に対し、

支払額に相応する下請代金を、支払を受けた日か

ら１か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支

払わなければなりません。（法第 24条の３） 

 

 

 

元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下

請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他

建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払

うよう努めてください。（法第24条の３、指針第４(２)） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ウ．下請負人への支払

は、できるだけ現金

で、手形での支払は、

できるだけ短期間なも

のとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

７．下請工事の完成検査

は、20日以内に、また目

的物の引取りは検査完

了後直ちに行ってくださ

い。 

 

 

 

８．下請負人は、契約を適

正に履行するとともに、

雇用管理や労働安全に

努めてください。 

 

 

 

 

９．元請負人が特定建設

業者である場合 

 ア．特定建設業者は、下

請代金を引渡し申出

日から 50日以内に支

払ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下請代金の支払については、次のことに留意して

ください。 

(１)できる限り現金払とすること。 

(２)現金払と手形払とを併用する場合であっても、支

払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少

なくとも労務費相当分については、現金払とする

こと。 

(３)手形期間は、60 日以内でできる限り短い期間と

すること。（指針第４(２)、ガイドライン 10-2） 

 

 

 

元請負人は、下請業者から完成通知を受けた日

から 20 日以内で、かつ、できる限り早く完成検査を

完了しなければなりませんし、その検査が完了後、

下請負人が申し出たときは、直ちに目的物の引渡

しを受けなければなりません。（法第 24条の４） 

 

 

 

下請負人は、元請との契約に従って的確な工事

の施工を行うとともに、雇用する労働者の雇用管理

や労働安全に努めてください。また元請負人におい

ては、下請負人の講ずるこれらの措置について指

導、助言あるいは援助をしてください。（指針第６） 

 

 

 

発注者からの工事代金の支払の有無にかかわ

らず、下請負人から建設工事の目的物の引渡しの

申出があったときは、特定建設業者は申出の日か

ら50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請

代金を支払わなければなりません。 

なお、契約に支払期日を定めなかったとき、又は

51 日以降の日を支払期日と定めても、支払期日は

50 日を経過する日に定められたものとみなされま

す。（法第 24条の６） 

 

 

 

 

 

 

 イ．銀行が割り引かない

手形の交付はできま

せん。 

 

 

 

 ウ．特定建設業者は、下

請負人が法令に違反

しないよう指導に努め

てください。 

 

 

 

 

10．県発注工事の受注者

は、当該工事の施工の

ために下請負契約を締

結した場合には、施工体

制台帳の作成等が義務

付けられます。 

 

 

 

下請代金を手形により支払う場合、手形期間が

60 日を超えない手形を交付してください。（法第 24

条の６） 

 

 

 

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設

業者は、当該建設工事の下請負人が建設業法や

建設工事の施工に関する法令、あるいは労働者の

使用に関する法令等に違反しないよう指導に努め

てください。（法第 24条の７） 

 

 

 

県発注工事の受注者は、当該工事の施工のた

めに下請負契約を締結した場合には、次のことが

義務付けられます。 

①施工体制台帳の作成、工事現場への備付け及

び写しの提出 

②施工体制台帳への下請負契約書（二次以下全て

の下請負について、下請負人の商号又は名称、

当該下請負人に係る建設工事の内容、工期及び

請負代金の額等の記載されたもの）の写しの添

付 

③施工体系図の作成並びに工事現場の工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所へ

の掲示 

（法第 24条の８、適正化法第 15条） 

 


